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３６協定の年間上限に対する特別条項に関する申し入れ

会社がＪＲ東海ユニオンに「労働基準法第３６条の規定に基づく時間外及び休

日の労働に関する協定（以下「36 協定」という）」に年間上限に対する特別条項

を設定することを提案したことについて、ＪＲ東海ユニオンは「ぎょうむそくほ

う№1224」で、今期の 36 協定（2017 年９月までの適用分）に限って妥結を通告

したことを明らかにした。

もとより年間上限に対する特別条項が設定されることは全社員の労働条件に関

わる異常事態であるとの認識であるが、妥結された内容についてはＪＲ東海ユニ

オン以外の労働組合にも速やかに周知されるべきである。よって、下記の通り申

し入れるので、団体交渉を開催し誠意ある回答をすること。

記

１．団体交渉を開催し、36 協定の年間上限に対する特別条項について内容を明ら

かにすること。

以上


